
（ 別紙１ ） 

いじめ防止対策委員会の体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                    いじめ認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 

（構成） 校長・教頭・生徒指導担当 

     不登校担当・学年生徒指導担当 

     特別支援教育コーディネーター 

養護教諭 ＳＣ・ＳＳＷ 

 

（任務） 

・学校いじめ防止基本方針の見直し、改善 

・年間指導計画の作成、実施、改善 

・いじめアンケートの実施、分析 

・校内研修の企画、運営 

・関係機関等との連絡調整窓口 

・マスコミ対応 
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校内組織 

（部会） 

生徒指導 

特別活動 

道徳人権 

教科指導 

部活動担当 

いじめ対応チーム 

校長、教頭、生徒指導担当、不登校担当、学年主任、担任、学年生徒指導担当、部活

動顧問、学年教職員等、関係職員で構成する。 

未然防止 

・教科指導の充実 

・特別活動の充実 

・道徳人権教育の充実 

・情報教育の充実 

・保護者、地域との連携 

 

早期発見 

・教育相談の充実 

・情報の収集・分析 

・情報の共有 

・アンケートの充実 

・保護者との連絡 

職員会議 

 

保護者会 

生徒会 


